
○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
五
十
六
号 

 

海
外
の
美
術
品
等
の
我
が
国
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
十
五
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
海
外
の
美
術
品
等
を
次
の
と

お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文
部
科
学
大
臣 

阿
部 

俊
子 

 
 



指
定
を
し
た
海
外
の
美
術
品
等

（
以
下
「

指
定

美
術
品
等

」
と
い
う

。

）
の
名
称

武
人
埴
輪

指
定
を
し
た
日

令
和
六
年
九
月
十
七
日

指
定
の
有
効
期
間

令
和
六
年
九
月
二
十
五
日

か
ら
令
和
七
年
六
月
三
十

日

指
定
美
術
品
等
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

っ
て
は

、
そ
の

代
表
者
の
氏
名

東
京
国
立
博
物
館

館
長
　
藤
原
　
誠

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
一
三
|
九

九
州
国
立
博
物
館

館
長
　
富
田
　
淳

福
岡
県
太
宰
府
市
石
坂
四
|
七
|
二

N
H
K
展
開
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

長
　
田
中
　
良
憲

東
京
都
渋
谷
区
神
南
二
|
二
|
一

N
H
K
プ
ロ
モ
ー

シ

ョ
ン

イ
ベ
ン
ト
事
業
セ
ン
タ
ー

　
セ
ン
タ
ー

長
　
福
山
　

浩
一
郎

東
京
都
渋
谷
区
神
山
町
五
番
五
号

朝
日
新
聞
社

メ
デ
ィ
ア
事
業
本
部
　
プ
ロ
ダ
ク
ト
担
当
本
部
長
　

花
畑
　
和
宏

東
京
都
中
央
区
築
地
五
|
三
|
二

指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る
予
定
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に

指
定
美
術
品
等
を
公
開
す
る
予
定
の
期
間

東
京
国
立
博
物
館

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
一
三
|
九

令
和
六
年
十
月
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
八
日

九
州
国
立
博
物
館

福
岡
県
太
宰
府
市
石
坂
四
|
七
|
二

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
七
年
五
月
十
一
日

備
考
　
指
定
美
術
品
等
の
関
係
書
類
を
文
化
庁
企
画
調
整
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に

、
文
化
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る

。
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